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１頁  

別添５  



 
 

 

 

 
変 更 後 変 更 前 

第１ 総則 第１ 総則 

[１ 略] [１ 同左] 

２ この計画において法第 26条第 2項第 2号に規定する無線局の目的は、次の表の左欄

に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当するものと

する。 

２ この計画において法第 26条第 2項第 2号に規定する無線局の目的は、次の表の左欄

に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当するものと

する。 

  

無線局の目的 無線局の範囲 
[略] [略] 

簡易無線通信業務用 簡易な無線通信業務を行うことを目的として

開設するものであること。 
アマチュア業務用 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無

線技術の興味によって行う自己訓練、通信及

び技術的研究その他総務大臣が別に告示する

業務（令和●年総務省告示第●号に定める業

務をいう。）を行うことを目的として開設する

ものであること。 

[略] [略] 

 

無線局の目的 無線局の範囲 
[略] [略] 

簡易無線通信業務用 簡易な無線通信業務であって、かつ、アマチュ

ア業務に該当しない業務を行うことを目的と

して開設するものであること。 
アマチュア業務用 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無

線技術の興味によって行う自己訓練、通信及

び技術的研究の業務を行うことを目的として

開設するものであること。 

[略] [略] 

  

[３～８ 略] [３～８ 同左] 

  

[第２～４ 略] [第２～４ 同左] 

備 考 表 中 の[ ] の 記 載 は 注 記 で あ る 。  
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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